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平成 24 年 11 月 12 日 
 各 位 

                  会 社 名  株式会社東理ホールディングス 

                  コード番号  （5856）上場取引所  東   

                  代表者名   代表取締役社長  福村 康廣 

                  問合せ先   常務取締役    忍田 登南 

                  Ｔ Ｅ Ｌ   （03）3548-1014        
 

（訂正）「平成 24 年３月期 決算短信」等の一部訂正に関するお知らせ 
 

 当社が過去に発表いたしました標記開示資料（その訂正開示を含む）につきまして、下記のとおり一部

訂正をいたしますので、お知らせいたします。 
主な訂正事項は、平成 23年３月期及び平成 24 年３月期の①長期未収入金、②破産更生債権、③貸倒引

当金にかかる訂正であります。 
  

記 
 

１． 決算短信の訂正について 
当社は、平成 24 年７月 31 日及び同年８月１日付で、過年度の決算短信及び有価証券報告書等の訂

正を行いました。訂正の主な内容は、平成 22 年３月期までの過年度の貸付金等の貸倒引当金計上時

期の変更であります。この貸倒引当金計上時期の変更にともない、変更対象であった貸付金に対応す

る未収利息を取消すとともに、取消した未収利息に対応する貸倒引当金も取消の形で変更いたしまし

た。この際、訂正前に平成 22 年３月期までで、訂正対象となった全ての貸付金等に対する貸倒引当

金計上が完了しており、平成 22 年６月から平成 23 年 12 月までの、貸借対照表上の未収入金（28 百

万円）及び貸倒引当金（28 百万円）に影響が残りますが、会計監査人と協議の上、損益、総資産及び

純資産に影響がなく、数値的にも重要性の基準を下回ることから、訂正を行わないことといたしまし

た。 
しかしながら、その後、平成 23 年３月期有価証券報告書の引当金明細書表の貸倒引当金の前期末

残高と訂正後の平成 22 年３月期有価証券報告書の連結及び個別貸借対照表の貸倒引当金の数値が一

致しないことから、表記上の整合性に矛盾が生じるため、訂正をするべきと判断し、これに関連した

訂正を行うことといたしました。主な訂正内容は、貸借対照表の長期未収入金（平成 23 年３月期よ

り破産更正債権等）及び貸倒引当金であります。 
   また、平成 24 年３月期の個別貸借対照表の破産更生債権等及び貸倒引当金の数値に記載ミスが発

見されましたので、併せて訂正いたします。 
（１）長期未収入金 

   平成 23 年３月期（期末を除く）の長期未収入金を 28 百万円減少させました。 

（２）破産更生債権等 

   平成 23 年３月期（期末）及び平成 24 年３月期（期末を除く）の破産更生債権等を 28 百万円減少

させました。 
   平成 24 年３月期（期末のみ）の破産更生債権等の数値の記載ミスを訂正いたしました。 

（３）貸倒引当金 

   平成 23 年３月期及び平成 24 年３月期（期末を除く）の貸倒引当金をそれぞれ 28 百万円減少させ

ました。 

   平成 24 年３月期（期末のみ）の貸倒引当金の数値の記載ミスを訂正いたしました。 
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２．有価証券報告書等の訂正について 

   訂正の経緯及び訂正対象は、上記１．の記載内容と同様であります。 

 

３．再発防止策等について 

（１）直接的な原因への対応 

   今回の会計処理の訂正の直接的な原因は、訂正を行うかどうかの尺度として、金額的及び質的重要

性に重きを置き、表記上の形式的整合性を十分に考慮していなかったことによります。 
これらへの具体的な対応策等については、決算短信及び有価証券報告書等の訂正においては、金額

的及び質的重要性のみでなく、表記上の形式的整合性も十分確認することといたします。 

（２）現在までの再発防止策等について 

当社は、現在、平成 24 年８月 15 日付で提出した「改善報告書」にしたがい、先般の会計処理の訂

正に関する再発防止策を講じつつあります。今般の会計処理の訂正に関しても、併せて再発防止策の

さらなる推進に取り組む所存であります。 

 

４．今後のスケジュール等 
（１）過年度の有価証券報告書等の訂正については、明日提出を行う予定であります。 
（２）平成 25 年３月期第２四半期決算短信につきましても、明日提出を行う予定であります。  
（３）今後引続き財務報告及び開示についての信頼度を高めるために、再発防止策の継続的な実施と質の

向上に努めます。また、必要に応じて、新たな再発防止策を講じるものとし、適宜開示することと

いたします。 
 

株主、投資家および取引先の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお

かけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。 
 
５．訂正対象の決算短信 
   下記の決算短信が訂正対象であります。 

訂正対象 訂正対象 当初提出日 訂正日 

第 1 四半期決算短信 平成 22 年 8 月 16 日 平成 24 年 7 月 31 日 

第 2 四半期決算短信 平成 22 年 11 月 11 日 平成 24 年 7 月 31 日 

第 3 四半期決算短信 平成 23 年 2 月 10 日 平成 24 年 7 月 31 日 

平成 23 年 3 月期  

決算短信 平成 23 年 5 月 13 日 平成 24 年 7 月 31 日 

第 1 四半期決算短信 平成 23 年 8 月 12 日   

第 2 四半期決算短信 平成 23 年 11 月 11 日   

第 3 四半期決算短信 平成 24 年 2 月 13 日   

平成 24 年 3 月期 

決算短信 平成 24 年 5 月 31 日 平成 24 年 7 月 31 日 

 
６．訂正対象の有価証券報告書等 
   下記の有価証券報告書等が訂正対象であります。 

期 訂正対象 当初提出日 訂正日 

第７期  第 1 四半期報告書 平成 22 年 8 月 16 日 平成 24 年 8 月 1 日 
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平成 23 年 3 月期   平成 24 年 8 月 6 日 

  平成 24 年 8 月 1 日 

  

第 2 四半期報告書 平成 22 年 11 月 12 日 

平成 24 年 8 月 6 日 

  平成 23 年 2 月 14 日 

  平成 24 年 8 月 1 日 

  

第 3 四半期報告書 平成 23 年 2 月 14 日 

平成 24 年 8 月 6 日 

  平成 24 年 8 月 1 日 

  平成 24 年 8 月 6 日 

  

有価証券報告書 平成 23 年 6 月 29 日 

平成 24 年 9 月 7 日 

第８期 第 1 四半期報告書 平成 23 年 8 月 15 日   

平成 24 年 3 月期  第 2 四半期報告書 平成 23 年 11 月 14 日   

  第 3 四半期報告書 平成 24 年 2 月 14 日   

  有価証券報告書 平成 24 年 8 月 1 日   

 
７．過年度業績への影響金額 
   今般の訂正による過年度の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、総資産及び純資産への影響

はありません。 
 
８．決算短信等の訂正箇所 
   訂正箇所につきましては、本日提出の各期の決算短信の訂正のお知らせを参照ください。 
 

以上 


